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給与勧告の仕組みと
本年の勧告のポイント
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１ 給与勧告の対象職員
さいたま市人事委員会の給与勧告の対象となるのは、行政職・医療職・消防職・教育職・学校栄養職・

学校事務職の14,643人です。

注1 令和６年４月１日時点で在職している職員数（休職者等を含む。）であり、勧告書参考資料第１表（参考資料P2）の職員数とは一致しない。

注2 定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び臨時的任用職員は除いた数値である。

注3 端数処理の関係上、構成比の合計は100％にならない場合がある。 １

給与勧告対象

※給与勧告の対象となる職員の職種・適用される給料表は、下表のとおりです。

区分 給料表 適用職員

行政職 行政職給料表 他の給料表の適用を受けないすべての職員

医療職給料表⑴ 医師、歯科医師

医療職給料表⑵ 薬剤師、獣医師、栄養士等

医療職給料表⑶ 保健師、助産師、看護師等

消防職 消防職給料表 消防吏員

教育職給料表⑴ 高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に勤務する教育職員

教育職給料表⑵ 小学校及び中学校に勤務する教育職員

学校栄養職 学校栄養職給料表
小学校、中学校、中等教育学校及び特別支援学校に勤務する学校栄養
職員

学校事務職 学校事務職給料表
小学校、中学校、中等教育学校（前期課程に限る。）及び特別支援学校
に勤務する事務職員

特定任期付職員 特定任期付職員給料表 特定任期付職員

医療職

教育職

行政職

5,997人

(38.5%)

医療職

1,631人

(10.5%)

消防職

1,359人

(8.7%)

教育職

5,422人

(34.8%)

学校栄養職

48人

(0.3%)

学校事務職

186人

(1.2%)
技能職

561人

(3.6%)

企業職

364人

(2.3%)

職員数

15,568人



２ 給与勧告の手順

職
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（１） ４月分の給与月額を比較

さいたま市職員と民間の４月分の給与月額を調査・比較し、得られた較差を解消することを基本に勧告を行っています。

（２） 特別給を比較

民間の特別給の前年８月から本年７月までの支給実績を把握し、民間の年間支給割合（月数）に職員の期末手当・勤勉手当の

年間支給月数を合わせることを基本に勧告を行っています。

給与等の
検討及び決定

情勢適応の原則
均衡の原則

特別給の支給割合を比較

国や他の地方公共団体の状況等

２

職員（行政職）と民間（事務・技術）の
給与月額をラスパイレス比較

４月分給与



３ 民間給与の調査

調査対象の事業所

（いわゆる正社員が50人以上の事業所）

市内500事業所中

120事業所

事業所ごとの特別給の調査
（Ｒ５．８～Ｒ６．７支給分）

調査した従業員

（パート・アルバイト・契約社員などを除きます。）

事務・技術

4,032人

令和６年職種別民間給与実態調査
（調査期間：Ｒ６．４．２２から６．１４まで）

さいたま市人事委員会では、職種別民間給与実態調査を全国統一の内容及び方法により、人事院（国の機

関）、他の人事委員会（都道府県、政令市等の機関）と共同で実施し、民間の給与を調査しました。

３

研究・教育等

272人

従業員ごとの４月分給与の調査
（４月分給与・役職・学歴・年齢）

その他初任給、諸手当、給与制度等の調査



４ 民間給与との比較方法（ラスパイレス比較）

給与月額の公民比較（ラスパイレス比較）においては、個々の市職員に民間の給与額を支給した場合の民間給与総額（A)と、現に支払っている

職員給与総額（B)とを比較して、どの程度の差があるかを算出しています。

具体的には、①役職段階、②学歴、③年齢階層別の職員の平均給与と、同条件の民間の平均給与のそれぞれに市職員数を乗じた総額

を算出し、両者の水準を比較しています。

<役職段階> <学歴> <年齢階層> <民間給与総額（A）> <職員給与総額（B）>

民間給与×市職員数 市職員給与×市職員数

民間給与×市職員数 市職員給与×市職員数

民間給与×市職員数 市職員給与×市職員数

民間給与総額

÷市職員総数

＝ 415,914円（a）

市職員給与総額

÷市職員総数

＝ 405,096円（b）

１級（係員）

２級（主任）

３級（係長）

４級（課長補佐）

５級（課長）

６級（次長）

７級（部長）

８級（局長）

行政職

給料表

本年の較差 10,818円 （2.67％） 算定方法 (a)－(b)

各役職ごとに「１級(係員)」と同様、

学歴別、年齢階層別に民間給与

及び職員給与を算定

短大卒 ２０･２１歳

高卒 １８･１９歳

２２･２３歳大卒

４

中卒 １６･１７歳 民間給与×市職員数 市職員給与×市職員数



ラスパイレス方式による比較は、民間の給与月額を役職段階、年齢、学歴別に整理し、それを本市職員の人数構成に置き換えて比較する

もので、異なる条件を一切考慮しない単純平均で比較を行う場合に比べて、民間従業員の給与の実態をより反映したものとなっています。

年齢 人数
平均
給与

20歳 30人 20万円

30歳 30人 30万円

40歳 30人 40万円

合計 90人
平均
30万円

年齢 人数
平均
給与

20歳 40人 22万円

30歳 30人 32万円

40歳 20人 42万円

合計 90人
平均

29.8万円

年齢 人数
平均
給与

20歳 30人 22万円

30歳 30人 32万円

40歳 30人 42万円

合計 90人
平均
32万円

Ａ社 Ｂ社

Ａ社とＢ社の年齢別給与は、いずれもＢ社の方が２万円高い
にもかかわらず、人数構成の違いから、平均給与ではＡ社の方
が高くなっています。

単純平均値で比較した場合の例

Ａ社の人数構成によって比較すると、Ｂ社は
平均32万円となり、Ａ社はＢ社に比べて2万円
低くなります。

ラスパイレス方式による比較の例

Ａ社の人数構成に合わせた場合の
Ｂ社の平均給与

人数構成
を置換え

５
ラスパイレス方式で比較した場合単純平均値で比較した場合



給料、扶養手当、
地域手当、住居手当、

管理職手当、
単身赴任手当、

寒冷地手当

５ 民間給与との較差に基づく給与改定

時間外手当、
通勤手当

を除いた毎月
決まって支給する

給与額

・職員は保育士等を除く行政職給料表適用者（平均年齢40.8歳）
・職員及び民間ともに本年度の新卒採用者は含まれていません。

６

民間給与
415,914円

職員給与
405,096円

ラスパイレス比較

本年の民間給与との較差 10,818円（2.67%）を解消するため、給料表の引上げ改定を行うこ
ととしました。

較差 10,818円



本市職員の期末手当・勤勉手当の年間の平均支給月数が、民間の特別給の支給割合を0.12月分
下回っているため、支給月数を引き上げることとしました。

６ 期末手当・勤勉手当の改定

現行 勧告後

0.10月分引上げ

７

民間特別給
4.62月

市職員
期末手当

・勤勉手当
4.60月

市職員
期末手当

・勤勉手当
4.50月

0.12月分の差

※期末手当・勤勉手当の支給月数は0.05月単位として、少数点第２位を「二捨三入」「七捨八入」する。
(例） 4.53月 ～ 4.57 月 → 4.55 月 4.58 月～ 4.62 月 → 4.60月 4.63月 ～ 4.67 月 → 4.65 月



７ 給与改定の方針

１ 月例給

・ 職員の給与が民間の給与を10,818円（ 2.67％ ）下回っていることから、この較差を解消するため、行政職
給料表について、若年層が在職する号給に重点を置き、そこから改定率を逓減する形で全級・全号給に
ついて引上げ改定

・ 初任給については、大卒初任給を23,800円、高卒初任給を21,400円、それぞれ引上げ

・ その他の給料表についても、行政職給料表との均衡を基本として改定

※医療職給料表⑴及び特定任期付職員給料表については、人事院勧告の内容に準じて改定
※教育職給料表⑴及び⑵については、埼玉県における改定状況等を考慮して改定

２ 特別給

・ 職員の期末・勤勉手当の年間の平均支給月数が、民間の特別給の支給割合を下回っていることから、支
給月数を0.10月分引上げ、期末手当・勤勉手当に0.05月分ずつ均等に配分 （4.50月分 → 4.60月分）
※定年前再任用短時間勤務職員及び特定任期付職員は、人事院勧告の内容に準じて改定

３ その他

・ 初任給調整手当及び寒冷地手当については、人事院勧告の内容に準じて改定

４ 実施時期

・ この改定については、令和６年４月１日から実施

・ 特別給の令和７年６月期以降の支給に関する改定は、令和７年４月１日から実施

８



８ 給与勧告の実施状況
本年は、月例給及び特別給ともに、３年連続のプラス改定となりました。

９

平成26年 1,785円 （0.45％） 4.10月 （0.15月） 8.5万円

平成27年 798円 （0.20％） 4.20月 （0.10月） 5.2万円

平成28年 1,362円 （0.35％） 4.30月 （0.10月） 5.9万円

平成29年 882円 （0.22％） 4.40月 （0.10月） 5.2万円

平成30年 据置き△64円 （△0.02％） 4.45月 （0.05月） 2.0万円

令和元年 据置き83円 （0.02％） 4.50月 （0.05月） 2.0万円

令和２年 据置き△103円 （△0.03％） 4.45月 （△0.05月） △2.0万円

令和３年 据置き△82円 （△0.02％） 4.30月 （△0.15月） △5.9万円

令和４年 911円 （0.23％） 4.40月 （0.10月） 5.4万円

令和５年 3,684円 （0.92％） 4.50月 （0.10月） 9.8万円

令和６年 10,818円 （2.67％） 4.60月 （0.10月） 21.6万円

　平均年間給与額の
増減

給　与　月　額
公民較差額（較差率）

期末手当・勤勉手当

年間支給月数（対前年比増減）


